
「
子
ど
も
手
当
」か
ら「
児
童
手
当
」制
度
へ

新たに始まる「児童手当」

広
報

発行：市川市
編集：企画部広報広聴課
〒272-8501 市川市八幡1-1-1
TEL 047-334-1111
FAX 047-336-2300
市公式Ｗｅｂサイト

http://www.city.ichikawa.lg.jp/

今週号の紙面から

　

児
童
手
当
法
が
改
正
さ
れ
、
従
来
の
制
度
で
あ
っ
た
「
子
ど

も
手
当
」
が
４
月
よ
り
「
児
童
手
当
」
制
度
に
変
更
と
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
た
に
６
月
か
ら
所
得
制
限
が
設
け
ら

れ
ま
す
。
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の
方
は
、
児
童
１
人
に
つ
き

月
額
５
，
０
０
０
円
の
支
払
い
と
な
り
ま
す
が
、
所
得
制
限
限
度

額
未
満
の
方
に
は
、
従
来
の
子
ど
も
手
当
と
同
じ
金
額
が
支
払

わ
れ
ま
す
（
左
記
の
表
参
照
）。
本
年
度
の
最
初
の
支
払
い
は
、
２

月
分
か
ら
５
月
分
ま
で
を
６
月
８
日（
金
）に
予
定
し
て
い
ま
す
。

●「子育て支援の充実」
　学校給食費の負担軽減 ……2面

●緑のカーテンを始めましょう…3面

●楽しく育む子育ての輪
　さまざまな支援事業 …… 4-5面

●新緑を満喫しに出かけよう…6面

●江戸川クリーン作戦 ……… 8面
2012年（平成24年）
毎月第１・第３土曜日発行 5月5日  NO.1447 市川市の常住人口（4月1日現在） ▶ 469,603人（前月比－202人）

男 236,197人  女 233,406人  219,653世帯（前月比＋798） 【外国人6,203人】

大気中の放射線量 市では、シンチレーション式サーベイメータを用いて、大気中の放射線量の測定を実施しています。
測定結果については、随時市公式Ｗｅｂサイトで公表しています。 　　　　　　  （環境保全課）市公式Ｗｅｂサイトで測定値を公表

所得制限限度額未満の方 所得制限限度額以上の方
０歳～３歳未満 １５，０００円

児童１人につき

５，０００円
※平成24年10月支払分から適用

３歳～小学生
第１子、第２子 １０，０００円
第３子以降 １５，０００円

中学生 １０，０００円

児
童
手
当
の
手
続
き（
現
況
届
）

　

６
月
１
日
現
在
市
川
市
内
に
お
住
ま
い
の
方

で
、児
童
手
当
を
受
け
取
っ
て
い
る
方
は
、現
況
届

の
提
出
が
必
要
で
す（
た
だ
し
５
月
中
に
児
童
手

当
を
申
請
さ
れ
、６
月
支
払
い
開
始
と
な
る
方
は

不
要
で
す
）。提
出
が
必
要
な
方
に
は
後
日
、案

内
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
従
来
ど
お
り
、出
生
や
転
入
な
ど
の
際
は

改
め
て
手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、ご
注
意
く

だ
さ
い
。児

童
手
当
を
請
求
で
き
る
方

・
父
母
の
う
ち
生
計
を
維
持
す
る
程
度
の
高
い
方

（
共
働
き
の
場
合
は
、恒
常
的
に
所
得
の
高
い
方
）

・未
成
年
後
見
人
や
父
母
指
定
者
で
、父
母
と
同

様
の
要
件
で
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

・里
親

・児
童
養
護
施
設
な
ど
の
施
設
設
置
者

　

→
平
成
24
年
６
月
か
ら
、児
童
福
祉
法
に
基

づ
く
指
定
医
療
機
関
の
設
置
者
も
児
童
手
当
の

受
給
対
象
と
な
り
ま
す
。指
定
医
療
機
関
に
入

院
し
て
い
る
子
ど
も
に
つ
い
て
は
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

子
ど
も
手
当
の
請
求
は
お
早
め
に

　

平
成
23
年
10
月
分
以
降
の
手
当（
子
ど
も
手

当
）の
請
求
書
の
提
出
期
限
が
、平
成
24
年
９
月

末
ま
で
延
長
に
な
り
ま
し
た
。ま
だ
提
出
し
て
い

な
い
方
は
早
め
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い（
平
成

23
年
10
月
分
以
降
、子
ど
も
手
当
の
振
り
込
み

が
な
い
方
は
、ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ

り
ま
す
）。

　

既
に
提
出
済
の
方
は
、児
童
手
当
の
請
求
を

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
の
医
療
費

助
成
制
度
の
所
得
制
限

限
度
額
が
変
更

　

児
童
手
当
法
等
の
改
正
に
よ
り
、

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度
の
所

得
制
限
限
度
額
が
、４
月
か
ら
変
更

に
な
り
ま
し
た（
上
記
の
所
得
制
限

限
度
額
表
を
参
照
）。

　

こ
れ
に
よ
り
、今
ま
で
所
得
制
限

限
度
額
を
超
過
し
て
い
た
方
も
、助

成
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

所
得
制
限
限
度
額
の
変
更
に
よ

り
、新
た
に
助
成
対
象
と
な
っ
た
小

学
校
1
年
生
～
中
学
校
3
年
生
に

つ
い
て
は
、償
還
払
い
で
助
成
が
受
け

ら
れ
ま
す
の
で
、4
月
以
降
の
領
収

書
を
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、小
学
校
１
～
３
年
生
で
新

た
な
所
得
制
限
限
度
額
の
範
囲
内

と
な
っ
た
方
に
は
、６
月
下
旬
以
降

受
給
券
を
発
送
す
る
予
定
で
す
。

　

ま
た
、同
じ
く
４
月
よ
り一
部
の
整

骨
院
や
接
骨
院
等
で
も
受
給
券
が

使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、千
葉
県
と
契
約
を
し
て
い

る
柔
道
整
復
師
の
団
体
及
び
個
人

の
柔
道
整
復
師
の
施
術
に
係
る
療

養
費（
※
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
は
対
象

外
）に
限
り
ま
す
。

子ども手当と同じ 児童手当から新しく設定

手当月額

扶養親族等の数 所得額 収入額
０人 ６２２万円 ８３３万３千円
１人 ６６０万円 ８７５万６千円
２人 ６９８万円 ９１７万８千円

扶養親族等の数 所得額 収入額
３人 ７３６万円 ９６０万円
４人 ７７４万円 １,００２万１千円
５人 ８１２万円 １,０４２万１千円

所得制限限度額表

所得制限適用開始支払月・所得制限適用月

子ども手当 児童手当

２月分 ３月分 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 …

６月支払分 １０月支払分

（例：配偶者と子ども２人を扶養している場合は、扶養親族等の数３人にあたります）

受付時間・窓口

●市役所こども福祉課 ●行徳支所福祉課 月～金曜日 午前８時45分～午後５時15分
（水曜日のみ午後８時まで）

●大柏出張所 ●南行徳市民センター 月～金曜日 午前８時45分～午後５時15分

●市川駅行政サービスセンター 月～金曜日 午前８時４５分～午後８時
　　土曜日 午前８時４５分～午後５時


